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寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和７年２月14日（金）午後１時27分から午後２時35分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟４階　第１委員会室
３　出席委員（16名）　※番号は席番号
１番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　　２番　滝本　多美子
３番　入江　剛　　　　　　　　　　　　　　４番　南　　昌男（会長）
６番　津澤　謙次　　　　　　　　　　　　　７番　枡井　信仁
８番　金谷　伸太郎（農政企画委員長）　　　９番　川口　茂明（農地調整委員長）
10番　筏　眞智子　　　　　　　　　　　　　11番　田伐　厚子
12番　森田　隆義　　　　　　　　　　　　　13番　小橋　牧子
14番　田中　久治　　　　　　　　　　　　　15番　堤下　敏
16番　田中　悦子　　　　　　　　　　　　　17番　溝口　透（会長職務代理者）
４　欠席委員（０名）
５　遅刻委員（１名）　　　　　　　　　　　　　　
　　５番　川口　智之
６　議事日程
第１　 議案第20号　農地法第３条第１項による許可について
第２　 議案第21号　農地法第５条第１項による許可について
第３　 報告第32号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について
第４　 報告第33号　使用目的変更承認願に係る専決報告について
第５　 特別案件第１号　令和６年農業委員会実績報告及び令和７年農業委員会活動計画について
　 ７　農業委員会事務局職員

　  局長　山口　美加　　　　　　　　　　　　 局長代理　川原　祐
職員　谷内　奈央                　　　   職員　築山　瑞紀
８　議長　会長　南　昌男
９　会議の概要
（　午後１時27分　開会　）
　議長（南会長）　ただいまから２月の委員会総会を始めさせていただきます。
寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっ　ておりますため、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第20号「農地法第３条第１項による許可について」事務局から説明を　　お願いします。
（議案第20号　件番１・２朗読）
　事務局　　　　　件番１・２につきまして、２月５日に農地調整委員会が開催され、現地確認及び譲受人の親族に聴聞を行い、審議いたしました。
現在、申請地を譲受人、譲渡人のお二方で持分２分の１ずつ所有されているところを、互いに譲渡し合うことで一筆の所有者を一名にしたいということで申請がありました。内容が重なる点がございますので、一括してご説明申し上げます。

場所は、寝屋二丁目の土地については、寝屋川市上下水道局寝屋配水所の東側、交野市星田七丁目の区画整理が行われた箇所の西側、寝屋川公園の土地については、たち川の南側、JR学研都市線の西側でございます。
全部効率利用要件について、所有農地に遊休農地及び無断転用がないことを現地確認しております。通作距離は約0.6㎞、軽トラックで約４分です。

そして、農作業常時従事要件については、ご夫婦がそれぞれ年間100日、妻の姉が年間100日、ご両親が年間200日従事されるとのことです。
地域との調和要件については、地域の水利調整への参加や、地域の農薬の使用方法といった、周辺農地の農業上の利用に、支障をきたすおそれがないと認められるため、問題ございません。
現況は写真のとおりです。
以上でございます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局の説明が終わりました。
件番１につきまして、２月５日の農地調整委員会で審議しましたので、農地調整委員長から追加の説明等がございましたらお願いします。
　農地調整委員長　土地区画整理事業区域内の農地です。
数年前にお父様から譲受人と譲渡人が２分の１ずつ贈与されましたが、今回はそのお二方がお互いに贈与し合い、単独所有にするとのことです。
全部効率利用要件については、以前から寝屋二丁目や寝屋北町で農地を所有されていますが、どの農地に関しても良い状態で耕作されているので問題ありません。
　議長　　　　　　この件について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
それでは、件番１について、許可するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
　議長　　　　　　ご異議がないようですので許可いたします。
それでは、次の報告に移らせていただきます。
議案第21号「農地法第５条第１項による許可について」事務局から説明を　　お願いします。
（議案第21号　朗読）
　事務局　　　　　件番１につきまして、場所は打上地区東側交野市にあるゴルフセンターの
北西側でございます。

本件は、真砂土及び工事現場から出た土が各200㎥、砕石が50㎥、栗石が50㎥、コンクリートブロックが50基を置く資材置場に転用するということで申請がありました。
当該地の一部は、これまで資材や倉庫が置かれ、違反転用案件として指導を行ってきたものですが、今般撤去されたので違反状態が無くなり、現況はコンクリート敷きに届出済みの農業用倉庫がある状態です。コンクリート敷きについては、当該地が周囲の土地よりかなり低い位置にあることから、剥がすと周囲の擁壁が崩れてくる恐れがあるため、そのままの状態になっています。
現況は写真のとおりです。
市街化調整区域内農地の転用の許可・不許可を判断するにあたって、「当該農地が優良農地であるか否かの面からみる」立地基準と、「確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面からみる」一般基準があります。　

まず本件の立地基準については、水道管及びガス管が埋設された幅員４ｍ以上の道路の沿道にあり、500ｍ以内に、ＪＲ学研都市線寝屋川公園駅、クリニックがあることから、市街地化の傾向が著しい区域内にある農地の第３種農地に区分されますので、許可し得るということになります。

一般基準については、預貯金の残高証明書の提出があり、土地造成費以上の資力を有していることから、事業の遂行に問題ないと考えられます。
雨水排水については、西側の側溝から北側の水路へ放流されます。
以上でございます。
　議長　　　　　　この件に関しまして、２月５日の農地調整委員会で現地確認しました。
以前から違反転用の案件でしたが、現在は片付けられて綺麗になっていました。農業用倉庫が残っていますが、譲受人が農機具を所有されており、それを置くために残しているとのことです。
　議長　　　　　　この件について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
それでは、件番１について、許可するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
ご異議がないようですので、大阪府農業会議へ諮問したうえで、許可書の発行を行います。
続きまして、報告に移らせていただきます。報告第32号「生産緑地に係る
農業の主たる従事者についての証明について」事務局から説明をお願いしま
す。
　事務局　　　　　生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について、ご説明申し上げます。生産緑地の主たる従事者が死亡あるいは身体の病気等の故障により、耕作を継続することが不可能になり、市へ生産緑地の買取り申出を行うにあたり、当該人が農業の主たる従事者であったことを証明したものでございます。

（報告第32号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は市立池田小学校の東側でございます。
本件は12月27日に証明願があり、１月７日に事務局のみで現地確認を行い、１月16日に会長専決により証明書を発行いたしました。
主たる従事者死亡により当該地の農業の継続が不可能となったため、証明願がありました。
現況は写真のとおりです。
（報告第32号　件番２朗読）
件番２につきまして、場所は市立神田小学校の北側でございます。
本件は12月27日に証明願があり、１月７日に事務局のみで現地確認を行　　い、１月16日に会長専決により証明書を発行いたしました。
四肢筋力低下歩行困難により、農業に従事することが不可能である旨の診断書の提出を受けています。
現況は写真のとおりです。
以上でございます。

　議長　　　　　　この件について何かご質問等はございますか。
（「なし」の声あり）
　議長　　　　　　ご質問等がないようです。
それでは、件番２に移らせていただきます。
この件について何かご質問等はございますか。
　委員　　　　　　南側の田部分はどうなるのですか。
　事務局　　　　　元々奥の田と今回の届出地が一筆の土地だったのですが、分筆して、今回の届出地のみ生産緑地を解除されます。
土地の所有者は変わらず、残りの田部分は生産緑地のまま主たる従事者を変更し、耕作を続けていかれます。
当該願出地は、行為制限解除後に、息子の自宅を建てられる予定です。
　
　議長　　　　　　他に何かご質問等はございますか。
（「なし」の声あり）
　議長　　　　　　ご質問等がないようで報告第33号「使用目的変更承認願に係る専決報告について」事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　農地は通常作付けをしますが、200㎡未満の面積で耕作に必要な農業用倉庫を建てる場合、農地に30㎝以上盛土をし、高畑や高田と使用される場合には、農地法等による申請等はございませんが、本市独自で事前に届出いただいております。
（報告第33号　朗読）
　事務局　　　　　件番１につきまして、場所は寝屋川市上下水道局寝屋配水所の東側、交野市星田七丁目の土地区画整理が行われた箇所の西側でございます。

12月に許可済みの３条申請があった際に、所有農地を確認したところ、過去に届出がされていない農業用倉庫があったため、今般届出いただいたものです。
現況は写真のとおりです。
以上でございます。
　議長　　　　　　この件について何かご質問等はございますか。
（「なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご質問等がないようです。
続きまして、特別案件に移らせていただきます。
特別案件第１号「令和６年度農業委員会実績報告及び令和７年度農業委員　会活動計画について」事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　令和６年度農業委員会活動実績及び令和７年度農業委員会活動計画についてご説明申し上げます。

　   
（令和６年度農業委員会活動実績及び
令和７年度農業委員会活動計画について説明）

　議長　　　　　　この件について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
続きまして、その他について事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　令和６年度第１回農地パトロールの結果をご報告申し上げます。
（令和６年度第１回農地パトロールの結果について報告）

　事務局　　　　　続きまして、令和６年度第２回農地パトロールについて、ご説明申し上げます。

（令和６年度第２回農地パトロールについて説明）
　事務局　　　　　続きまして、先月の総会で副会長からご質問いただいておりました「農業振興地域内で資材置場になっているところがあるが、可能なのか。」ということについて、ご説明申し上げます。

（農業振興地域内の農地転用について説明）
　議長　　　　　　以上をもちまして、２月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時35分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。

令和７年２月14日

寝屋川市農業委員会
会長　南　　昌　男
署名委員　　　　　　　　　　　　
署名委員　　　　　　　　　　　　
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